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株式移転による 1 株に満たない端数の処理に伴う 

自己株式の買取に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 234条第 4項及び第 5項の規定に基づく自己株式の買取） 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法 234条第 4項及び第 5項の規定に基づき、

共同株式移転による 1 株に満たない端数の処理について決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．買取の概要 

  当社は、平成 26 年 10 月 1 日に共同株式移転により株式会社東京都民銀行及び株式会

社八千代銀行の完全親会社として設立されましたが、株式移転に伴い、株主に割り当て

た当社普通株式のうち、1 株に満たない端数については、会社法第 234 条第 4 項の規定

に基づき処理することとし、同条第 5項の規定に基づき、平成 26年 10月 28日の東京証

券取引所市場第一部における当社普通株式の終値 3,185 円で自己株式として取得するこ

とといたしました。 

 

２．買取の概要 

 （１）買取る株式の種類         当社普通株式 

 （２）買取る株式の総数         2,365株 

 （３）買取と引換えに交付する金銭の総額 7,532,525円 

 （４）買取決議日            平成 26年 10月 28日 

 

３．買取決議時点における自己株式の状況 

 （１）発行済普通株式総数        29,227,826株 

 （２）自己株式数               5,208株 

 

以 上 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

東京都民銀行 経営企画部広報室 TEL 03（3505）2155  

会 社 名 株式会社 東京ＴＹフィナンシャルグループ 
代 表 者 名 代表取締役社長 柿﨑 昭裕 
コード番号 7173  東証第一部 
問 合 せ 先 経営企画部長 三浦 毅 

（TEL 03－5341－4301） 
 


